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総務省消防庁 H・P より 



 
 
 

 

 当消防本部では、今後も住宅用火災警報器の設置率の向上と、すでに設置されている警報器の適正管理

について活動を実施してまいります。 

 

◎ 設置場所 

 「寝室」に設置。寝室が 2 階の場合は「階段」にも必要です。台所や居室への 

設置は義務ではありませんが推奨しています。 

 
◎ 本体の交換と定期点検 

住宅用火災警報器には電池が入っています。電池が切れると作動しなくなりますので、定期的に点検用 

のボタンを押し、作動確認をお願いします。 

電池寿命は概ね 10 年です。機械本体も老朽化しますので、取り付け後 10 年を目安に交換をお願いしま

す。 

問合せ先 ⇒ 峡南消防本部 予防課 ０５５－２７２－７６１３(直通) 

北部消防署 ０５５－２７２－８１９９ 

中部消防署 ０５５６－６２－５１１９ 

南 分 署 ０５５６－６６－２１１９ 

 

 

 当消防本部では、平成 26 年から住宅用火災警報器の設置状況を、毎年管内 5町から 

100 世帯を抽出し調査を行っています。 

 ここ 2年間の調査結果は５０％を下回る設置率となっています。 
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